承　諾（誓　約）書

御船町長　様

１　保育料算定のため、町に提出の税等の資料を閲覧されること、及び閲覧した資料を根拠に保育料を決定されること。

２　保育料算定のための税等の資料を期限までに提出できなかったときは、基準額の最高階層により、仮決定されること。

３　保育料等を指定の期限内に納付しなかった場合は、児童手当より特別徴収、または、地方税の滞納処分の例により処分されても異議ないこと。

４　町に支払う必要がある保育料等を３か月以上滞納したときは、退園となっても異議ないこと。（直接、保育所等に支払うものについては、園の取り決めに従うこと。）

５　保育所等の利用要件が「求職活働中」による在園期間は、３か月間であり、求職活動期間中に就職ができず就労証明書等の書類を提出できないときは、退園になること。


　保育所等の入所にあたり、以上の内容について承諾（誓約）します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　　日

住所　御船町大字


園児氏名

保護者氏名
